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告 示■

◎群馬県告示第３３９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５ 前 ７．８～１６．５ ４３４．８
８番の１地先から同郡同村大字同字長 ８．０～１８．９ ５２１．９
井１８６８番の４地先まで

後 １０．０～２４．８ ３９５．６
７．８～１６．５ ４３４．８
８．０～１８．９ ５２１．９

吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５ 前 １７．６～２５．３ ５３．６
８番の１地先内

後 １９．１～２５．８ ５５．４

◎群馬県告示第３４０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５８番の１地先内 令和２年１２月２５日

◎群馬県告示第３４１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。
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第９８６３号令和２年１２月２５日（金） 群 馬 県 報

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋安中富岡 富岡市下高尾字岩鼻４７７番の１地先 前 １５．６～２０．４ ７．７
線 から同市同字同４７７番の６地先まで

後 １５．６～２３．２ ７．７

下高尾小幡線 富岡市下高尾字岩鼻４７７番の１地先 前 １０．３～２５．４ ７３．６
から同市同字同４７５番の６地先まで

後 １０．３～１９．４ ７０．４

◎群馬県告示第３４２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 前橋安中富岡 富岡市下高尾字岩鼻４７７番の１地先から同市同字同４ 令和２年１２月２５日
線 ７７番の６地先まで

下高尾小幡線 富岡市下高尾字岩鼻４７７番の１地先から同市同字同４
７５番の６地先まで

◎群馬県告示第３４３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 前橋長瀞線 高崎市綿貫町字原北１６９３番の１地先から同市同字伊 令和２年１２月２５日
勢１６１７番の８地先まで
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◎群馬県告示第３４４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画、新里都市計画、太田都市計画、藪塚都市計画、館林都市計画及びみ

どり都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン）

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所、群馬県桐生土木事務所、群馬県館林土木事

務所、桐生市都市整備部都市計画課、太田市都市政策部都市計画課、館林市都市建設部都市計画課、みどり市都

市建設部都市計画課、板倉町都市建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課、大泉町都市建設部都市整備

課及び邑楽町都市建設課

◎群馬県告示第３４５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 前橋都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市の区域の一部。なお、前橋市西善町、中内町及び東善町

の各一部を新たに市街化区域に編入する。

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課

◎群馬県告示第３４６号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

桐生都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 桐生都市計画区域区分
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２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 桐生市の区域の一部。なお、桐生市相生町の一部を新たに市街

化区域に編入し、同市同町の一部を新たに市街化調整区域に編入する。

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計画課

◎群馬県告示第３４７号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

太田都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 太田都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 太田市の区域の一部及び大泉町の全域。なお、太田市東金井町、

東今泉町、別所町、脇屋町、沖野町、飯塚町、西矢島町、東矢島町、富若町、東新町、只上町、新田小金井町、新

田上中町及び丸山町の各一部を新たに市街化区域に編入する。

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所、太田市都市政策部都市計画課及び大泉町都

市建設部都市整備課

◎群馬県告示第３４８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 館林都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 館林市、板倉町、明和町、千代田町及び邑楽町の全域。なお、

明和町田島、南大島、新里、斗合田、下江黒、上江黒、千津井及び矢島の各一部、千代田町大字上中森及び下中

森の各一部並びに邑楽町大字中野及び光善寺の各一部を新たに市街化区域に編入する。

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画課、板倉町都市

建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課及び邑楽町都市建設課

公 告■

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太
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１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県民会館

(2) 所在地 前橋市日吉町一丁目１０番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 群馬県民会館管理共同事業体

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市文京町二丁目２０番２２号

(3) 代表者の氏名 公益財団法人群馬県教育文化事業団 理事長 吉野勉

(4) 構成員の氏名 群馬県ビルメンテナンス協同組合 代表理事 塚田且美

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県社会福祉総合センター

(2) 所在地 前橋市新前橋町１３番地の１２

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 指定管理者の代表者

ア 名称 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団

イ 主たる事務所の所在地 前橋市新前橋町１３番地の１２

ウ 代表者の氏名 理事長 塚越日出夫

(2) 指定管理者の構成者

ア 名称 群馬県ビルメンテナンス協同組合

イ 主たる事務所の所在地 前橋市問屋町一丁目８番地６

ウ 代表者の氏名 代表理事 塚田且美

３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太
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１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県福祉マンパワーセンター

(2) 所在地 前橋市新前橋町１３番地の１２

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市新前橋町１３番地の１２

(3) 代表者の氏名 会長 川原武男

３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県立障害者リハビリテーションセンター

(2) 所在地 伊勢崎市波志江町３０３０番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市新前橋町１３番地の１２

(3) 代表者の氏名 理事長 塚越日出夫

３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条の規定により、前橋農業振興地域の区域を

次のとおり変更する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の前橋農業振興地域は、前橋市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和２年群馬県告示第３４５号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域

２ 都市計画用途地域の変更の告示（平成２０年前橋市告示第１７７号）後の都市計画法に基づく用途地域

３ 都市計画用途地域の変更の告示（平成８年富士見村告示第５９号）後の都市計画法に基づく用途地域

４ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及び第６条第１項の規定による一級河川利根川の河川区域
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５ 川曲町、元総社町及び鳥羽町のうち、上記１に該当する区域以外の区域

６ 平成１６年１２月４日現在の宮城村及び平成２１年５月４日現在の富士見村の区域のうち、国有林野の全域及

び県有林の全域

７ 三夜沢町字上十二、字十二、字境内、字硯石及び字櫃石の区域、柏倉町字小穴及び字大穴２２２２番地の区域、

苗ケ島町字大師沢、字神東原、字東沢、字滝沢並木、字桝形２４５４、２４５８、２４５９、２４６２、２４６

５、２４６７、２４７１から２４７３まで、２４７５、２４７８、２４７９、２５０１、２５０３から２５０８

まで、２５１０から２５１４まで、２５１６から２５２０まで、２５２３から２５２６まで、２５２７の１、２

５２７の２及び２５２８、字大畑２２５９から２２６４まで、２３０１、２７２１及び２８１７、字新並木２６

４６及び２６４７、字三角原２０５１の２及び２０５１の３、字片並木２０５４の２並びに字向松並木２０５２

の１及び２０５２の５番地の区域並びに鼻毛石町字谷源地１９５２、１９７６、１９７７、１９７９、１９８１、

１９８５から１９８７まで、１９９７、１９９８、２００２、２００３及び２６１０、字東半木８０１の２及び

１８４９の２７、字菅広８１２から８１５まで、８１６の１、８１６の３、８１６の４、８１８及び８１９、字

西半木１８４８の２並びに字片並木１８５１の２番地の区域

８ 平成１６年１２月４日現在の粕川村の区域のうち、国有林野の全域

９ 富士見町小暮字東新地２４２５の１、字新山２４３８の１、字西新山２４０９及び字新地２４２０の１番地の

区域

10 富士見町赤城山１４６７、１９３２の２、１９３５、２０３６、２０８３及び２１０３番地の区域

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、太田農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の太田農業振興地域は、太田市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和２年群馬県告示第３４７号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域

２ 平成１７年３月２７日現在の太田市の区域のうち、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及び第

６条第１項の規定による一級河川利根川及び渡良瀬川の河川区域

３ 昭和３２年建設省告示第７７５号による都市計画法第１１条第１項第２号の規定による太田都市計画公園第１

号公園（東山公園）及び第２号公園（西山公園）の区域

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、明和農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の明和農業振興地域は、邑楽郡明和町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和２年群馬県告示第３４８号）後の都市計画法（昭和４３年法律
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第１００号）に基づく市街化区域

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、千代田農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の千代田農業振興地域は、邑楽郡千代田町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和２年群馬県告示第３４８号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、邑楽農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の邑楽農業振興地域は、邑楽郡邑楽町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和２年群馬県告示第３４８号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 ぐんまフラワーパーク

(2) 所在地 前橋市柏倉町２４７１番地７

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 株式会社ぐんまフラワー管理

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市柏倉町２４７１番地７

(3) 代表者の氏名 代表取締役 石橋照夫

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで
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群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県立日本絹の里

(2) 所在地 高崎市金古町８８８番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 公益財団法人群馬県蚕糸振興協会

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市金古町８８８番地１

(3) 代表者の氏名 理事長 茂木一義

３ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県馬事公苑
えん

(2) 所在地 前橋市富士見町小暮２４２５番地

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 公益財団法人群馬県馬事公苑

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市富士見町小暮２４２５番地

(3) 代表者の氏名 理事長 青木孝

３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 利根川河川境運動場

(2) 所在地 伊勢崎市境平塚地先

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
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(1) 名称 伊勢崎市

(2) 主たる事務所の所在地 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地

(3) 代表者の氏名 伊勢崎市長 五十嵐清隆

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 烏川河川玉村運動場

(2) 所在地 佐波郡玉村町大字角渕地先

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 玉村町

(2) 主たる事務所の所在地 佐波郡玉村町大字下新田２０１番地

(3) 代表者の氏名 玉村町長 石川眞男

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 敷島公園

(2) 所在地 前橋市敷島町地内外

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び構成者の氏名

(1) 名称 敷島パークマネジメントＪＶ

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市千代田町二丁目１２番地１

(3) 代表者の氏名 株式会社オリエンタル群馬 代表取締役 中埜智親

(4) 構成者の氏名 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎秀則

シンコースポーツ株式会社 代表取締役 石崎健太

株式会社富士植木 代表取締役 成家岳
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３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 金山総合公園

(2) 所在地 太田市長手町地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び構成者の氏名

(1) 名称 山梅・ケービックスグループ

(2) 主たる事務所の所在地 太田市上小林町２２６番地

(3) 代表者の氏名 株式会社山梅 代表取締役社長 山田通明

(4) 構成者の氏名 ケービックス株式会社 代表取締役 井上哲孝

有限会社東洋スポーツ 代表取締役 山之内秋子

３ 指定の期間

変更前 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成３０年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 観音山ファミリーパーク

(2) 所在地 高崎市寺尾町地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 特定非営利活動法人ＫＦＰ友の会

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市寺尾町１０６４番地３０観音山ファミリーパーク内

(3) 代表者の氏名 理事長 髙田博一

３ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで
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群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 多々良沼公園

(2) 所在地 館林市松沼町地内ほか

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 ＪＡ邑楽館林千代田町緑化組合

(2) 主たる事務所の所在地 邑楽郡邑楽町狸塚３７７番地５

(3) 代表者の氏名 組合長 髙橋修一

３ 指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

公営企業公告■

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県企業管理者 中 島 啓 介

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 玉村ゴルフ場

(2) 所在地 佐波郡玉村町大字角渕５００６番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 株式会社三商

(2) 主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号

(3) 代表者の氏名 代表取締役 吉田利治

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県企業管理者 中 島 啓 介

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 前橋ゴルフ場

(2) 所在地 前橋市川原町一丁目４２番地４

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
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(1) 名称 久松商事株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市北代田町６９１番地

(3) 代表者の氏名 代表取締役 久松一夫

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県企業管理者 中 島 啓 介

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 板倉ゴルフ場

(2) 所在地 邑楽郡板倉町大字板倉７７７番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 東急リゾーツ＆ステイ株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号

(3) 代表者の氏名 代表取締役 田中辰明

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。

令和２年１２月２５日

群馬県企業管理者 中 島 啓 介

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 新玉村ゴルフ場

(2) 所在地 佐波郡玉村町大字川井１０６５番地１

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 金井興業株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市鳥羽町３６番地１

(3) 代表者の氏名 代表取締役 清水英樹

３ 指定の期間

変更前 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで

変更後 平成２８年４月１日から令和４年３月３１日まで
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次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年１２月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 ぐんま電子入札共同システム開発・運用保守業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県土整備部建設企画課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年１０月３０日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 日本電気株式会社群馬支店 群馬県前橋市表町二丁目９番９号

５ 随意契約に係る契約金額 ７１７，６５４，０８０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


